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歯科用貴金属価格の随時改定について（平成 26 年 10 月改定） 

 
歯科用貴金属価格の素材（金、パラジウム、銀）価格の変動幅がその時点の

告示価格の±５％を超えた場合に、診療報酬改定時以外に６ヶ月毎に見直しを

行うもの。 

○随時改定価格の考え方 

 

 

○今回の随時改定における対応 

（例） 歯科鋳造用金銀パラジウム合金の場合 

平成 26 年 4 月改定時の告示価格（Ａ） 1,078 円 

補正幅（Ｂ） 112 円 

平成 26 年 10 月随時改定時の告示価格案（Ａ＋Ｂ） 1,190 円 

 

※ 歯科鋳造用金銀パラジウム合金の規格（ＪＩＳ） 

金 12％以上、銀 40％以上、パラジウム 20％以上 
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